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強
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
煙
系

J島

昌

太

良日

浮
動
購
買
力
の
吸
牧

い
は
ゆ
る
浮
動
購
買
力
吸
収
白
主
要
注
る
手
段
白
一
と
し
て
、
近
来
、
議
と
、
強
制
及
び
勧
誘
に
よ
る
貯
蓄
が
、
種
々
在
る
項
目

に
於
て
行
は
る
と
と
ミ
た
っ
た
。
最
初
は
、

断
片
的
に
行
は
れ
た
も
の
も
、

そ
D
行
は
る
L

項
目
の
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、

ヨ島
第

に、

一つ

D
慢
系
E
形
作
る
白
形
勢
と
た
っ
た
。
然
る
に
、
貨
幣
的
購
資
力
の
吸
収
は
、
草
花
、
貯
蓄
の
方
法
忙
よ
り
て
行
は
る
ミ

も
白
ば
か
り
で
は
友
い
。
貨
幣
的
購
買
力
は
、
租
税
の
方
法
に
よ
り
て
も
吸
牧
せ
ら
れ
、
ま
た
、
官
業
牧
入
に
よ
り
T
も
吸
牧
せ
ら

れ
る
。
ゆ
ゑ
に
、
貨
幣
的
購
買
力
の
吸
牧
は
、
車
に
、
貯
蓄
白
強
制
及
び
勧
誘
の
方
法
に
於
て
、
何
等
か
の
鰻
系
を
構
成
す
る
だ
け

で
は
、
甚
だ
不
完
全
で
あ
る
O
み
た
ら
宇
、
そ
れ
が
形
作
る
樟
系
は
、
租
税
及
び
官
業
牧
入
の
帽
系
と
関
聯
を
も
ち
、
そ
れ
と
相
互

補
完
的
な
る
仕
組
に
於
て
構
成
せ
ら
る
誌
と
と
が
望
ま
し
い
。
ず
な
は
ち
、
浮
動
購
買
力
む
吸
牧
は
、
強
制
及
び
勧
誘
白
貯
蓄
と
、

租
税
、
官
業
牧
入
と
の
一
二
者
に
つ
き
、
全
般
に
亙
っ
て
一
つ
の
蝿
釆
を
構
成
す
る
の
で
託
け
れ
ば
、
完
全
た
る
も
の
と
言
ム
E
と
は

出
来
友
い
の
で
あ
る
。

然
し
友
が
ら
、
元
来
、
租
税
は
、
貨
幣
的
購
買
力
の
吸
牧
を
泣
す
も
の
で
あ
る
と
は
一
一
昌
ひ
左
が
ら
、

る
目
的
を
以
て
制
度
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
た
い
?
官
業
牧
入
に
至
つ
て
は
、
も
と
よ
り
、

「
浮
動
」
購
買
力
を
吸
牧
す

強
制
且
び
湖
誘
貯
蓄
の
樺
系

第
五
十
七
巻
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士ゾ浮
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購
買
力
白

吸
牧
を
目
白内
と

す

第
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強
制
反
日
目
瑚
誘
貯
蓄
の
陛
系

る
も
の
で
は
た
い
。
租
税
は
、
固
家
経
費
を
支
排
す
る
の
財
源
と

L
て
徴
牧
せ
ら
る
誌
の
建
前
に
於
で
あ
る
も
D
で
あ
り
、
官
業
牧

そ
の
事
業
白
支
出
を
袖
填
し
て
、
事
業
の
存
続
と
殻
態
と
に
資
す
る
所
の
建
前
に
於
で
あ
る
も
白
で
あ
る
。
租
税
も
官
業
牧

第
五
十
七
巻

五
二
六

第
六
説

入
は
、

入
も
、
も
と
は
、
耕
民
力
の
「
吸
収
」
と
い
ふ
意
味
陀
於
て
働
い
た
も
白
で
は
友
く
、
跡
買
力
の
循
環
、
資
金
白
流
遇
の
担
に
於
け

る

↑
簡
を
在
す
も
り
た
る
白
意
味
を
も
つ
も
白
陀
外
取
ら
た
か
っ
た
り
で
あ
る
。

と
れ
ら
が
、
隣
買
力
の
吸
収
と
い
ム
意
味
を
も
つ
に
至
つ
次
白
位
、
本
来
の
建
前
に
附
け
加
べ
ら
れ
た
る
任
務
と
し
て
で
あ
る
。

図
民
の
貨
幣
的
購
買
力
が
、
主
と
し
て
、
政
府
購
買
力
の
放
同
に
よ
り
て
、
山
川
来
上
る
E
と
h
た
り
売
る
‘
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が

物
資
に
謝
し
て
過
剰
と
た
る
乙
と
た
か
ら
し
む
る
所
の
鹿
置
を
必
要
と
す
る
に
至
り
た
る
む
と
が
、
租
税
忙
、

E
の
任
務
を
負
捻
せ

し
む
る
忙
至
っ
た
白
で
あ
る
。
す
た
は
ち
、
、
平
時
正
於
て
は
、
岡
氏
の
貨
幣
的
購
買
力
は
、
園
民
の
経
済
活
動
忙
随
伴
し
て
生
巳
た

色
白
で
島
る
。
租
税
キ
官
業
収
入
は
、
と
の
岡
氏
白
裡
に
生
じ
た
る
鴨
民
力
を
「
吸
牧
」
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
る
「
受
げ
入

れ
」
て
、
そ
れ
を
以
て
政
務
干
官
業
を
運
行
す
る
白
資
と
し
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
戦
時
に
於
て
は
、
殊
に
、
今
日
の
我
が
固
に
於
て
は
、
固
債
の
日
本
銀
行
に
於
け
る
引
受
け
ん
一
い
ふ
方
法
に
よ
り
て
、

de 

政
府
が
先
づ
英
大
た
る
貨
幣
的
購
買
力
主
作
間
獲
得
し
て
、
こ
れ
を
以
て
、
大
東
亜
戦
争
完
迭
の
た
め
の
支
出
忙
充
て
t
h

居
る
の
で

そ
れ
は
、
民
間
よ
り
白
吸
収
と
い
ふ
一
乙
正
た
く
し
て
、
先
づ
民
聞
に
放
出
せ
ら
れ
る
。
然
る
恒
、
生
産
物
の
大
部

分
は
、
戦
年
目
的
に
充
営
し
一
耽
け
れ
ば
た
ら
凪
の
で
あ
る
か
ら
、
園
民
の
消
費
し
得
る
生
産
物
は
、
自
ら
限
局
吐
ら
れ
法
け
れ
ば
危

ら
た
い
。

E

L
に
於
て
、
政
府
の
支
出
は
ゐ
岡
氏
の
手
許
に
於
て
、
浮
動
購
買
力
と
た
る
。
と
れ
を
そ
の
ま
L
忙
放
置
す
れ
ば
、
供

拾
物
資
と
白
均
衡
を
失
し
、
悪
性
イ
ン
フ
レ

l
シ
ヨ
シ
と
在
ら
ざ
る
を
待
・
泣
い
。

E
れ
、
貨
幣
的
購
買
力
を
皐
ー
在
る
「
循
環
」
白
欣

あ
る
。
従
う
て
、

態
忙
放
置
す
る
と
と
を
得
・
干
し
て
、
と
れ
を
「
吸
牧
」
す
る
の
底
皆
を
必
要
と
註
す
る
に
至

p
た
る
断
以
で
あ
Z
。



通
貨
調
節
作
用
の
鴇
位

， 

大
東
盟
戦
争
完
途
の
た
め
の
要
請
は
、
貨
幣
制
度
を
改
革
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
従
前
の
令
一
貨
本
位
制
度
に
於
て
は
、
貨
幣
制
度

の
基
本
主
友
ず
も
D
は
金
貨
で
あ
り
、
貨
幣
慣
値
白
木
位
た
る
も
白
は
金
の
交
換
憤
値
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
官
表
現
す
る
も

の
、
と
し
て
、
金
貨
先
換
の
銀
行
雰
が
殻
行
せ
ら
れ
、

E
れ
が
、
賢
質
陀
於
て
、
本
機
的
在
る
通
貨
と
在
っ
て
居
っ
た
。

A
A
換
銀
行
雰
は
、
引
換
に
営
て
ら
る
ペ
寺
会
貨
銀
貨
及
び
地
品
唯
一
銀
を
以
て
、
引
換
準
備
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
白
増
減
に
耀
巳
て
、
銀

行
雰
の
緩
行
高
も
増
減
す
る
を
本
則
と
注
し
、
我
が
闘
に
於
て
は
、
一
定
限
度
に
於
て
、
有
償
詩
家
を
保
詮
と
し
て
、
そ
の
不
足
を

補
ム
た
め
の
後
行
が
詐
さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
。

E
の
有
慣
誇
券
保
詮
の
捕
直
行
は
、
次
第
に
、
金
準
備
後
行
の
不
足
を
補
ム
た
め
の

も
の
と
い
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
議
行
高
に
於
℃
主
要
部
分
を
占
む
る
も
の
と
た
っ
て
居
っ
た
。

も

ゆ
ゑ
忙
、
銀
行
券
た
る
通
貨
は
、
直
接
及
び
間
接
に
、
引
換
準
備
た
る
金
銀
貸
及
び
地
金
銀
の
日
本
銀
行
に
於
け
あ
保
有
量
忙
よ

り
て
、
調
節
せ
ら
る
h
仕
組
で
あ
っ
た
白
で
あ
る
。
若
干
の
人
矯
的
操
作
を
必
要
と
し
た
か
ヲ
た
識
で
は
た
い
が
、
基
本
的
K
は、

，

E

D
引
換
準
備
そ
白
も
D
が
、
自
動
的
に
、
題
貨
量
の
調
節
を
た
ず
所
の
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
訟
は
ち
、
金
銀
準
備
は
、
主
と
し
て
、
貨
物
貿
易
及
び
無
形
貿
易
の
輪
出
入
の
超
否
に
よ
l

り
て
増
減
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

E
れ
を
準
備
と
す
る
銀
行
券
白
強
行
量
は
、
貿
易
白
盛
衰
に
よ
っ
て
自
ら
調
節
せ
ら
る
L
関
係
に
あ
る
。

E
れ
が
、
従
前
白
銀
行
券

白
議
行
方
法
自
憶
に
、
通
貨
量
の
調
節
を
在
す
作
用
を
賦
奥
し
て
居
っ
た
所
の
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
有
償
誰
券
保
誰
に

よ
る
銀
行
鼻
持
白
務
行
は
、
そ
の
有
恨
詮
容
は
、
商
業
手
形

E
主
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
期
限
の
到
来
に
よ
り
て
、
牧

総
せ
ら
れ
る
悶
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
が
従
前
白
鷺
行
方
法
自
憶
の
う
ち
に
含
有
し
て
居
っ
た
白
働
的
調
節
作
用
白
第
二
の

一一一一一一

強
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及
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顕
制
且
刊
日
動
誘
貯
蓄
町
↓
盟
系

も
の
で
る
っ
て
、
む
し
ろ
遇
貨
調
節
機
能
陀
於
て
は
、
金
銀
準
備
よ
り
も
大
た
る
働
を
一
た
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
十
七
巻

宜

ノ、

第
六
観
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そ
れ
ゆ
ゑ
位
、
己
の
貨
幣
制
度
に
於
で
は
、
週
質
量
は
、
金
銀
ま
た
は
商
業
手
形
と
い
ふ
物
的
準
備
の
増
減
に
誼
際
し
て
、
自
ら
1

調
節
す
る
作
用
を
も
ち
、
ま
た
、
夜
行
方
法
自
慢
に
牧
縮
の
機
能
を
具
h

た
も
の
で
あ
っ
た
。

然

L
た
が
ら
、
か
i

ゐ
る
稜
行
方
法
は
、
政
府
の
貨
幣
需
要
を
急
激
に
充
足
す
る
と
と
を
必
要
と
す
る
所
白
戦
時
財
政
の
要
請
に

は
、
週
せ
ざ
る
も
D
で
あ
る
。
戦
争
の
逐
行
に
ほ
英
大
た
る
資
材

E
必
要
と
し
、
〆
従
っ
て
、
ま
た
莫
大
な
る
歳
州
を
注
す
た
め
白
芙

ー
大
左
る
歳
入
を
必
要
と
す
る
。
か
〈
の
如
雪
英
大
な
る
歳
入
を
急
速
且
つ
闘
滑
に
調
達
す
る
た
め
に
、
前
遁
の
如
〈
、
政
府
公
債
の

大
部
分
E
、
日
本
銀
行
を
し
て
引
受
け
し
め
、
そ
れ
に
よ
り
て
、
政
府
資
金
を
調
達
し
、
と
れ
を
以
て
歳
出
に
充
つ
る
の
方
法
を
と

る
己
と
L
左
っ
た
D
で
あ
る
。
然
る
に
、
か
〈
の
如
く
に
し
て
、
支
向
せ
ら
る
L
政
府
資
金
は
、
民
間
の
手
に
渡
り
て
後
、
銀
行
預

金
白
形
態
に
於
て
、
時
々
、
支
挽
陀
充
て
ら
る
h
も
の
も
あ
る
け
れ

E
も
、
而
も
、
窮
極
に
於

τ、
持
貨
に
分
解
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
際
医
於
て
、
現
金
通
貨
た
る
銀
行
券
と
在
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
政
府
歳
問
の
念
激
た
る
膨
脹
は
、
銀
行
券
白
念
激
・
な

る
膨
脹
を
見
る
関
係
に
あ
る
。
と
の
念
激
た
る
膨
脹
が
強
想
せ
ら
る
a
A

銀
行
鼻
悼
の
後
行
方
法
と
し
て
は
、
従
前
の
金
銀
を
以
て
引
換

準
備
と
す
る
強
行
方
法
に
於
て
は
趨
際
性
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
昭
和
ナ
七
年
‘
白
木
銀
行
法
D
制
定
に
営
り
・
4
九
換
銀
行
器
保
例

が
廃
止
せ
ら
れ
、
大
蔵
大
臣
が
、
そ
の
議
行
限
度
を
決
定
す
る
所
の
銀
行
採
の
夜
行
方
法
が
採
用
せ
ら
る
L
陀
至
っ
た
の
で
あ
る
。

E
の
改
正
さ
れ
た
る
銀
行
券
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
等
免
換
に
閲
す
る
規
定
な
く
、
従
っ
て
、
引
換
準
備
を
以
て
護
行
せ
ら
る

る
も
の
で
は
た
く
、
臨
時
行
高
に
針
・
ず
る
同
額
。
保
詮
を
以
て
幾
行
せ
ら
る
与
の
で
あ
っ
て
、
そ
白
保
詮
の
順
位
と
し
て
は
、
商
業
手

形
、
銀
行
引
受
手
形
が
第
一
位
に
置
か
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
統
制
経
済
の
強
化
と
共
に
、
か
込
る
手
形
が
保
詮
と
し
て
占
む
る
割

合
は
径
と
僅
少
と
た
虹
、
そ
白
主
要
た
る
も
の
は
、
む
し
ろ
、
園
債
で
あ
り
、

A
L
換
銀
行
朱
僚
例
白
揚
合
に
於
f
一
基
本
的
た
る
強
行



準
備
た
る
地
位
に
あ
っ
た
金
銀
貨
地
金
銭
の
如
曹
は
、
保
詮
の
順
位
に
於
て
最
後
の
地
位
を
占
む
る
忙
過
ぎ
友
い
も
の
と
な
っ
た
。

か
く
白
如
く
に
務
更
せ
ら
れ
た
る
銀
行
指
悼
の
稜
行
方
法
は
、
戦
時
経
怖
に
於
け
る
遁
貨
の
供
給
制
度
と
し
て
、
柔
軟
性
を
も
つ
こ

と
に
於
て
、

E
れ
に
よ
く
誼
合
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
E
も
、
前
に
漣
ベ
た
る
所
主
以
て
明
ら
か
在
る
如
く
、
も
は
や
、
議
行
方
法

自
憾
の
裡
に
は
、
調
節
作
用
主
具
へ
友
い
も
の
と
た
っ
た
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、

E
の
一
強
行
方
法
の
下
に
於
て
、
流
通
界
に
供

給
せ
ち
る
も
ゐ
遇
貨
は
、
そ
の
ま
L
K
放
置
す
れ
ば
、
吹
第
一
に
滞
留
累
積
せ
ん
と
介
石
傾
向
を
強
く
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
方
に
於
て
、
民
需
物
資
が
盆
と
そ
の
供
給
の
減
少
せ
ん
と
す
る
に
針
し
て
、
他
方
に
於
て
は
、
通
貨
が
流
通
界
に
滞
情
累
積
せ

ん
と
す
る
傾
向
は
、
も
と
よ
り
、
そ
の
ま
i
h

に
放
置
せ
ら
る
べ
青
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
位
、
統
制
経
済
は
、
己
の
物
資
陀
謝

し
て
、
均
衡
を
失
は
ん
と
ナ
る
遇
貨
忙
謝
し
て
、
全
面
的
組
織
に
於
て
、

E
れ
を
吸
牧
す
る
の
方
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
己
と

と
た
っ
た
。
そ
れ
が
、
貯
蓄
の
強
制
及
び
勧
誘
を
喚
び
起
す
に
至
つ
売
の
で
あ
る
。

岡
家
資
金
動
員
許
差

戦
時
統
制
経
済
の
要
請
は
、
か
〈
の
如
く
に
、
貯
蓄
の
強
制
及
び
勅
誘
を
喚
び
起
す
と
と
L
友
り
、
そ
れ
は
、
車
民
、
金
融
と
い

ふ
経
済
活
動
り
一
部
国
民
於
け
る
任
務
と
し
て
だ
け
の
己
止
で
は
た
〈
、
む
し
る
、
岡
家
行
政
の
主
要
た
る
活
動
の
一
と
し
て
行
は

れ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
島
る
。
一
然
し
在
が
ら
、
通
貨
の
吸
収
は
、
か
く
の
如
〈
に
、
戦
時
統
制
経
桝
に
於
て
、
主
要
た
る
問
題
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
而
も
、
戦
時
統
制
経
済
民
於
て
そ
れ
よ
り
も
重
要
た
Z
E
と
は
、
戦
争
目
的
完
訟
の
た
め
り
政
府
活
動
を
支
障

た
く
行
は
れ
し
む
る
と
と
ミ
、
そ
れ
に
関
輸
す
る
所
の
生
産
力
誠
充
陀
遺
憾
た
か
ら
し
む
る
E
と
で
あ
る
。

己
主
に
於
て
、
戦
時
統
制
経
済
は
、
金
融
統
制
の
基
本
法
式
と
し
て
、
財
政
金
融
基
本
方
策
を
決
定
し
「
闇
家
費
カ
ヲ
概
定
シ
之

b 

強
制
及
び
翻
誘
貯
蓄
の
閥
系

第
五
十

b
巷

五

71 

第
六
量産

玉



強
制
及
び
勧
誘
貯
苦
の
時
系

第
五
十
七
巻

五
三

O

第
〉守

腕

六

ヲ
岡
出
家
同
的
】
一
従
ヒ
テ
、
財
政
、
産
業
及
ピ
図
民
消
費
ノ
三
者
エ
合
理
的
=
配
分
ス
ベ
半
周
家
資
金
動
員
計
護
ヲ
設
定
ス
」
る
と
と

， 

と
注
り
、
「
閣
民
貯
蓄
計
護
ハ
右
岡
家
資
金
動
員
計
霊
一
一
基
キ
テ
樹
立
ス
ル
」
己
と
6
A

在
っ
た
の
で
あ
る
。

己
6
A

に
言
ふ
所
の
悶
家
資
力
ゆ
財
政
、
産
業
、
園
民
消
費
の
三
者
へ
の
配
分
と
い
ム
と
と
は
、
例
へ
ば
、
昭
和
十
八
年
度
の
図
民

資
金
動
員
計
査
に
よ
れ
ば
、
閲
民
所
得
在
五

0
0億
固
と
概
定
L
、
と
れ
を
、
財
政
資
金
陀
三
七

O
億
闘
、
生
産
披
充
資
金
に
六

O

億
闘
、
園
民
消
費
資
金
に
一
三

O
億
国
を
配
分
す
る
み
」
い
ム
と
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
の
図
民
所
得
の
五

O
O億
閣
は
、
と
れ
を

以
で
、
租
税
に
一

O
O億
園
、
国
民
貯
蓄
に
二
七

O
傍
闘
を
振
営
て
、
残
額
の
一
三
一

O
億
国
を
前
記
の
如
く
園
民
消
費
陀
充
て
し
め

る
白
で
あ
っ
て
、
貯
蓄
の
う
ち
、
二
一

O
億
国
は
閣
僚
を
引
受
け
し
め
、
戸
し
れ
と
前
記
の
租
税
一

O
O億
固
と
に
よ
り
て
、
財
政
資

金
主
前
記
D
如
〈
一
一
二

O
億
園
調
達
す
る
の
で
あ
り
、
貯
蓄
の
残
額
六

O
億
国
が
生
産
繍
充
の
産
業
に
振
り
常
て
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
貯
蓄
D
強
制
及
び
糊
誘
の
鴇
矛
は
、
己
の
図
民
資
金
動
員
計
叢
の
枠
内
に
於
て
、
財
政
計
襲
、
特
陀
租
税
慌
系
に
順
応
し
、
後

者
も
前
者
に
順
臆
し
、
且
つ
生
産
讃
充
資
金
及
び
産
業
の
恒
常
資
金
も
と
れ
と
諸
膝
ず
る
や
う
に
、
金
憶
の
槌
系
の
裡
の
一
部
と
し

て
組
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
白
で
あ
る
。

た
官
、
己
白
岡
民
資
金
動
員
計
萱
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
己
と
は
.
財
政
資
金
、
産
業
資
金
、
消
費
資
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
循

環
白
閥
係
に
あ
る
と
い
ム
E
と
で
b
る。
4

ん
も
、
財
政
資
金
は
、
議
算
を
以
て
決
定
せ
ら
れ
た
る
訂
聾
の
範
臨
に
止
ま
る
も
の
で
、
他

陀
配
分
せ
ら
れ
た
る
資
金
が
、
循
環
的
に
と
れ
に
流
入
す
る
と
い
ふ
E
と
は
た
い
ロ
帥
惜
し
、
財
政
資
金
は
、
そ
れ
が
支
悌
は

ιー
と
と

に
よ
っ
て
、
唾
業
資
金
と
も
た
り
、
殊
に
は
、
闇
民
所
得
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
と
の
園
民
所
得
は
、
そ
の
ま
誌
に
す
れ
ば
.
そ
れ

が
岡
民
消
費
資
金
と
た
る
の
で
あ
る
。
産
業
資
金
も
、
そ
れ
が
支
挽
は
る
h
h

と
と
に
よ
り
闘
民
所
得
と
友
り
、
闘
民
消
費
資
金
と
た

る
。
士
夫
、
岡
民
消
費
資
金
も
、
そ
れ
が
支
捌
は
る
与
と
と
に
よ
り
て
、
産
業
資
金
と
た
る
。
夏
忙
、
闘
民
消
費
資
金
そ
の
も
の
も
、

• 



そ
れ
が
支
梯
は
る
誌
と
と
に
よ
り
受
領
者
に
於
け
る
所
得
(
岡
氏
所
得
を
構
成
す
る
所
の
)
左
往
担
、
再
び
、
閲
民
消
費
資
金
と
た
る
。

ゆ
ゑ
位
、
己
の
資
金
の
配
分
と
い
ふ
と
と
は
、
物
資
の
配
分
の
如
〈
‘
例
へ
ば
、
一
億
噸
の
石
炭
在
、
園
周
民
五
千
寓
断
、
産
業
用
に

問
千
寓
順
、
岡
氏
消
費
用
比
一
千
寓
順
割
営
て
る
と
い
ふ
が
如
昔
、
配
分
と
は
、
意
味
を
異
に
す
る
己
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
左
い
。

ゆ
ゑ
に
、
国
民
消
費
資
金
へ
の
配
分
と
い
ふ
と
と
は
、
先
づ
閥
民
所
得
の
総
額
が
、
財
政
資
金
及
び
生
産
損
充
資
金
白
支
掛
及
ぴ

モ
白
他
の
原
因
よ
り
生
や
る
も
の
が
す
べ
て
概
算
せ
ら
れ
て
、
五

O
O億
国
井
一
見
積
ら
れ
、

E
一
れ
よ
り
、
租
税
の
一

O
O億
闘
と
園

民
貯
喬
二
七

O
億
闘
と
が
控
除
せ
ら
れ
、
残
額
二
二

O
億
闘
が
園
民
の
宇
陀
蔑
さ
れ
る
k
い
ム
己
と
で
あ
っ
て
、
闘
民
消
費
資
金
へ

白一↑一一

O
億
国
白
配
分
と
い
ふ
己
と
は
、
と
の
意
味
に
於
て
成
P
I
つ
の
で
あ
る
。

d 〆〆

回

現
行
の
強
制
及
び
動
誘
貯
蓄
の
鰐
系

貯
蓄
の
強
制
及
び
駒
誘
白
際
系
は
、
租
税
、
官
業
牧
入
に
附
着
す
る
所
/
D
購
買
力
吸
牧
の
慎
系
に
封
し
、
楠
完
関
係
を
も
っ
所
。

も
白
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
守
、
ま
た
R

そ
れ
ー
は
、
い
は
ゆ
る
岡
家
資
金
動
員
計
書
の
枠
内
忙
於
て
構
成
せ
ら
れ
ね
ば
左
ら
ぬ
も
白
で
あ

唱註

る
。
現
在
行
は
れ
つ
L
A

あ
る
所
の
貯
蓄
の
閥
系
た
る
も
の
は
も
と
よ
り
の
と
在
、
租
税
及
び
官
業
牧
入
に
附
若
ず
る
所
。
隣
買
力
吸

.
牧
も
、
と
れ
と
同
巳
〈
、
い
づ
れ
も
み
在
特
渡
的
に
設
け
ら
れ
た
る
も
の
か
、
ま
た
は
、
在
来
の
も
の
に
使
来
ヒ
た
る
に
過
ぎ
友
い

も
の
で
る
る
。
今
日
白
如
く
、
財
政
資
金
の
放
出
が
愈
と
増
大
す
る
傾
向
あ
る
に
際
し
で
は
、
と
れ
は
、
全
保
的
に
趨
営
た
る
陣
系

に
組
替
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
む
。

ヲ
セ
れ
が
如
何
注
る
暢
系
に
あ
る
ぺ
苦
か
は
、
租
時
間
鰐
系
配
基
本
と
し
て
、
且
つ
A

そ
れ
を
も
合
め
て
、
新
事
態
に
趨
合
す
べ
く
、

斬
新
た
る
考
想
を
必
要
と
す
る
。
と
L
に
は
、
た
ピ
、
現
在
行
は
れ
つ
L
あ
る
所
白
、
事
態
。
進
展
に
つ
れ
て
個
別
的
陀
次
第
に
設

五
三
一

強
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
陣
系

第
五
十
七
巷

第
六
披

七



咽
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
冊
系

帯
五
十
七
巻

ヨ王

第
ノ、

競

，.ら

け
ら
れ
た
る
所
白
、
強
制
及
び
勧
誘
の
貯
蓄
が
如
何
た
る
糧
系
を
友
し
て
居
る
か
を
示

f
k
止
め
る
。

現
行
の
強
制
及
び
勧
誘
の
貯
苗
は
、
己
れ
を
γ

(

い
)
財
産
の
移
締
に
闘
し
て
行
は
る
L
も
の
、
(
ろ
)
貨
幣
的
牧
入
に
閥
し
て
行
は

る
?
も
の
、
(
は
)
貨
幣
的
支
山
川
に
閲
し
て
行
は
る
L
も
の
、
及
び
、
(
に
)
そ
の
他
、
に
分
っ
て
腫
系
的
に
観
察
す
る
と
ハ
と
が
出
来
る
。

〈い)
財
産
の
移
輔
に
閲
す
る
も
の

各
種
財
産
の
移
轄
の
際
江
於
ζ

、
そ
れ
に
件
ム
資
金
移
動
に
封
し
て
、
貯
者
、
公
債
購
入
、
特
殊
決
消
等
白
方
法
に
よ
っ
て
、
貨

幣
的
購
買
力
が
強
制
的
に
封
鎖
せ
ら
る
揚
合
は
次
の
如
く
で
あ
る
ロ

企
業
整
備
に
闘
し
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
主
譲
渡
し
た
揚
合
、
そ
の
代
償
金
三
官
問
回
以
上
の
と
き
に
は
、
譲
渡
者
の

受
取
る
ぺ
き
代
償
金
に
就
き
、
特
殊
決
済
が
行
は
れ
、
自
由
在
る
鹿
分
対
許
さ
れ
た
い
(
企
業
整
備
費
金
措
置
揖
、
傍
四
幌
、
第
五
様
、
同

施
行
令
、
第
一
候
揮
一
項
第
一
一
端
)
。

(
イ
)

備
右
の
代
償
金
が
一
一
一
高
岡
以
下
で
あ
っ
て
も
、
コ
一
千
園
以
上
た
る
揚
合
に
於
て
は
、
国
民
牧
、
牧
用
し
た
る
者
は
、
代
償
金
支
排
以

f

前
民
於
て
、
大
蔵
大
臣
民
謝
し
報
昔
蕃
を
提
出
す
ベ
昔
義
務
を
負
ひ
、
譲
渡
者
は
、
そ
の
代
償
金

ι劉
し
、
原
則
と
し
て
、
八
割
。

国
債
を
購
入
し
、
と
れ
を
保
有
す
べ
き
と
と
が
命
ぜ
ら
れ
る
(
臨
時
黄
金
問
整
怯
第
十
六
日
脚
ノ
規
定
a

依
ル
土
地
其
ノ
他
ノ
号
ノ
ヲ
恥
用
シ
又

ニ
購
入
シ
タ
ル
者
等
ノ
報
告
品
開
呆
ル
大
蔵
省
令
改
正
第
六
十
七
腕
、
第
一
様
、
臨
時
資
金
調
整
法
施
行
令
、
第
九
候
ノ
ニ
第
一
項
、
「
闘
世
ι
十
七
年
五

月
掛
民
家
岡
氏
貯
蓄
奨
刷
局
長
記
越
)
。

己
主
に
い
ふ
企
業
整
備
と
は
、
我
が
国
の
経
消
力
を
綿
動
員
し
て
、
戦
力
増
強
、
軍
副
生
捷
横
充
に
集
中
し
、

と
れ
を
最
高
能
率

に
於
て
働
か
し
む
る
た
め
に
、
各
種
の
経
済
事
業
主
改
廃
』
再
編
す
る
と
と
を
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
企
業
整
備
資
金
措
躍
法
施
行
令
に

よ
れ
ば
、

E
れ
を
企
業
設
備
白
増
強
、
企
業
の
陵
止
岩
じ
く
は
休
止
、
主
党
は
企
業
の
統
合
と
し
て
取
扱
っ
て
居
る
(
同
令
第
一
様
、



第
一
揖
)
。

こ
の
企
業
整
備
の
た
め
に
史
排
は
る
L
資
金
は
、
企
業
整
備
資
金
措
世
法
D
規
定
に
従
ひ
、
特
殊
決
済
が
行
は
る
与
と
と
に
在
っ

て
居
る
。
特
殊
決
済
と
は
、
か

a
A
Z
資
金
が
、
浮
動
麟
買
力
と
た
る
と
と
を
防
止
し
、
岡
家
経
掛
布
秩
序
を
維
持
す
る
目
的
を
以
て

行
は
る
h
所
の
決
構
方
法
で
あ
っ
て
、
債
稿
者
ま
た
は
債
務
者
の
撲
揮
に
よ
り
，
吹
田
五
つ
の
い
づ
れ
か
を
以
て
、
と
の
資
金
を
五
年

間
若
し
く
は
十
年
間
封
鎖
す
渇
制
度
で
あ
る
。

1 

特
殊
預
金
。
己
白
預
金
は
、
預
入
の
目
よ
り
五
ヶ
年
を
以
て
預
金
期
間
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
期
限
前
の
沸
反

主
た
は
解
除
に
つ
い
て
は
、
命
令
の
定
む
る
所
は
よ
り
、
政
府
白
許
可
を
受
く
る
E
と
主
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利
率
は
、

'
年
三
分
八
厘
、

受
人
が
、
そ
の
支
梯
ふ
べ
き
金
額
主
命
令
。
定
む
ず
る
所
に
よ
り
、
政
府
の
指
定
す
る
銀
行
に
於
け
る
債
構
者
十
訟
は
ち
設
備
白
譲

渡
人
目
特
殊
預
金
と
す
る
己
と
阻
止
り
て
行
は
れ
る
(
借
置
法
傍
六
保
博
一
項
、
第
一
-
一
様
第
一
項
、
大
離
省
告
一
軍
第
二
百
九
十
八
一
揖
1

一
同
白
調
入
金
額
一
口
百
園
以
上
で
あ
る
。
特
殊
預
金
に
よ
る
特
殊
決
済
は
、
債
務
者
す
た
は
一
ち
企
業
設
備
の
譲

2 

特
殊
金
銭
信
託
。
己
白
金
銭
信
託
は
、
前
漣
の
特
殊
預
金
と
同
じ
保
件
の
も
の
で
あ
っ
て
、
債
務
者
が
政
府
白
指
定
す

る
信
託
曾
枇
へ
、
債
楢
者
を
信
託
者
及
び
受
盆
者
と
し
て
注
す
も
の
で
あ
る
詩
置
桂
第
七
保
体
一
項
、
繁
一
二
篠
大
蔵
省
告
一
軍
第
二
百

九
十
八
閥
抗
)
。

債
務
者
特
殊
借
入
金
白
被
整
備
設
備
の
代
金
を
、
そ
の
譲
受
人
売
る
債
務
者
向
身
主
借
主
と
た
し
、
譲
渡
人
た
る
債
権

者
を
そ
の
貸
主
と
た
す
所
の
借
入
金
で
あ
る
。

E
の
揚
合
に
於
て
、
譲
受
を
在
す
も
の
が
(
土
産
業
設
備
替
固
た
る
と
き
は
、
利

(
3
)
 

率
は
年
四
分
三
厘
、
借
入
期
間
借
λ
白
目
よ
り
十
ヶ
年
、

一
同
の
金
額
一
口
一
高
園
以
上
で
あ
り
、

(
b
)
更
生
金
庫
た
る
と
き

第
五
十
七
巻

そ
の
他
白
も
の
が
譲
受
人
た
る
揚
合
の
特
殊
借

豆
=
一
=
一
=
一
丸
一

第
六
銃

は
、
利
率
と
借
入
期
間

ιは
右
と
同
巳
〈
、

強
制
及
H
V

勤
誘
貯
蓄
の
捜
系

一
同
の
金
額
は
千
国
以
上
で
あ
る
。



菰
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
挫
系

傍
五
十
七
巻

豆
三
四

第
六
鵠

四
O 

入
金
に
つ
い
て
は
、
利
率
は
そ
む
都
度
決
定
せ
ら
れ
、
借
入
期
聞
は
十
ヶ
年
、
一
同
の
借
入
金
額
一
口
一
寓
園
以
上
で
あ
る
。

戦
時
金
融
金
庫
特
殊
借
入
金
。
被
整
備
設
備
の
譲
渡
人
ま
た
は
譲
受
人
が
、
そ
の
譲
渡
代
金
を
、
戦
時
金
融
金
庫
の
借

(4) 

入
金
と
去
す
と
と
を
撰
揮
し
た
る
揚
合
に
於
て
、
債
務
者
が
と
れ
を
同
金
庫
民
納
付
し
て
、
設
定
し
た
る
同
金
庫
白
借
入
金
で
あ

る
。
・
そ
の
利
率
は
年
間
分
三
座
、
借
入
期
間
十
ヶ
年
・
一
同
の
金
額
一
口
一

J

寓
闘
以
上
(
措
置
桂
傍
丸
僚
第
二
号
大
蔵
省
告
示
第
一
い
官

九
十
八
蹴
)
。

(

5

)

/
政
府
特
殊
借
入
金
。
戦
時
金
融
金
庫
特
殊
借
入
金
の
揚
合
と
同
様
に
、
債
務
者
が
、
政
府
に
代
金
を
納
付
し
て
債
権
者

白
た
め
に
設
定
し
た
る
政
府
借
入
金
で
あ
っ
て
、
利
時
午
年
三
分
六
座
五
毛
、
期
間
十
ヶ
年
、

一
同
の
金
額
一
口
一
一
一
寓
国
以
上
で
あ

る
。
政
府
は
、
~
己
の
借
入
金
K
つ
い
て
は
、
特
殊
決
済
費
金
に
闘
し
て
令
融
機
関
に
保
誼
を
興
ふ
る
元
本
の
一
金
額
と
合
算
し
て
、

強
め
帝
回
議
舎
白
一
協
賛
を
求
め
る
と
と
に
な
っ
て
居
る
(
措
置
法
第
十
三
棟
、
第
四
項
)
。

(

ロ

〉

企
業
整
備
に
闘
し
、
事
業
陀
屈
す
る
設
備
ま
た
は
機
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
し
た
揚
合
、
そ
白
代
償
金
一
一
一
寓
国
以

、
上
白
と
き
に
は
、
特
殊
決
掛
が
行
は
れ
る
(
企
業
整
備
賛
金
措
置
法
第
四
保
、
第
五
僚
、
同
施
行
令
第
一
保
第
一
項
第
一
披
帯
三
擁
)
。

と
の
揚
合
、
代
償
金
三
寓
閏
以
下
、
=
一
千
回
以
上
在
る
時
に
は
、
(
イ
)
の
後
段
の
揚
ム
口
と
同
様
賓
却
を
録
し
た
る
者
は
、
そ
の
代

金
白
八
割
民
相
営
ず
る
だ
け
白
骨
債
を
購
入
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
臨
時
資
金
調
整
点
要
事
ノ
規
定
=
歩
大
蔵
省
令
改
正
、
臨
時
資
金

調
整
語
施
行
令
第
九
僚
ノ
二
第
一
司
「
尉
政
」
十
七
年
五
月
腕
民
家
国
民
貯
苦
奨
励
局
長
記
述
)
。

(
イ
)
(
ロ
)
の
場
合
の
ほ
か
、
土
地
、
建
物
、
舶
舶
、
樹
木
の
集
闘
を
賢
却
し
た
場
合
、
代
金
三
千
同
以
上
の
と
き
は
、
そ

の
代
金
の
一
八
割
以
上
忙
桁
営
予
る
図
債
ぞ
購
入
し
左
け
れ
ば
た
ら
友
い
(
臨
時
資
金
調
整
法
第
十
六
僚
ノ
規
出
品
一
-
器
ク
大
蔵
省
令
改
正
第
六
十

七
銃
第
一
保
、
臨
時
費
金
調
整
法
施
行
令
第
丸
傍
ノ
ヱ
第
一
項
「
財
政
」
十
七
年

E
H競
民
家
園
民
貯
蓄
奨
励
局
長
館
連
v
o

( 

J、
) 



( 

) 

資
本
金
百
高
閣
以
上
の
合
枇
白
資
本
金
の
一
二
分
の
一
以
上
陀
相
賞
す
る
株
式
士
た
は
出
資
の
持
分
を
譲
渡
し
た
揚
合
に

項
第
阿
蹴
)
。

は
、
一
そ
白
一
代
償
金
に
つ
い
て
は
、
特
殊
決
済
に
主
ち
投
げ
れ
ば
在
ら
ぬ
(
企
業
整
備
資
金
桔
常
陸
第
四
棟
、
第
五
棒
、
間
施
行
令
停
一
棟
第
一

(
=
)
の
場
合
の
ほ
か
、
企
業
整
備
民
闘
し
、
株
式
ま
た
は
出
資
の
持
分
を
譲
渡
し
た
揚
合
に
は
、
そ
の
代
償
金
五
寓
闘
以

上
の
と
青
陀
は
、
特
殊
決
済
に
土
ら
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
企
業
整
備
資
金
措
置
法
第
四
峰
、
併
五
降
、
同
施
行
令
停
一
時
間
帯
一
覗
第
主
観
)
。

己
の
揚
ム
口
、
代
償
金
五
寓
園
以
下
三
千
闘
以
上
白
場
合
に
は
、
(
イ
)
の
後
段
の
揚
合
ー
と
同
点
、
譲
渡
者
は
八
割
以
卜
ゐ
閤
債
購
入

を
命
ぜ
ら
れ
る
(
臨
時
資
金
制
護
法
第
十
六
時
一
一
基
ク
大
蔵
省
令
改
正
第
六
十
七
挽
第
一
瞬
、
臨
時
賞
金
制
整
法
施
行
令
第
九
帳
ノ
二
第
一
萌
「
財
肱
」

十
七
年
五
月
齢
民
家
岡
民
貯
蓄
奨
闘
局
長
記
述
)
。

(
互
に
於
け
る
事
業
に
属
ナ
宕
権
利
D
ほ
か
、

( 

オミ
) 

地
上
様
、
永
小
作
権
、
ま
た
は
土
地
建
物
の
賃
借
樺
を
譲
渡
し
た
る
と

き
、
そ
の
代
償
金
=
一
千
国
以
上
の
揚
合
陀
は
、
譲
渡
を
篤
し
た
る
者
は
、
代
償
金
の
八
割
以
上
の
、
一
関
債
購
入
が
命
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し

( ，、
) 

て
、
特
許
様
、
融
刷
業
樺
D
揚
合
も
亦
同
様
で
あ
る
(
臨
時
資
金
調
整
法
第
十
六
時
=
基
タ
大
蔵
省
令
改
正
第
六
一
+
七
酷
第
一
保
、
臨
時
費
金
制
整

法
施
行
令
第
九
帳
ノ
ニ
第
一
項
「
財
政
」
十
七
年
五
月
腕
民
家
園
民
貯
蓄
奨
励
周
長
記
述
)
。

(
ト
〉
鞠
庭
業
白
た
め
、
事
業
の
底
分
を
更
正
金
庫
に
依
託
し
、
そ
れ
に
封
し
て
限
度
貸
伶
を
受
け
た
る
と
昔
、
貸
付
金
額
千
園
以

上
の
揚
合
に
は
、
千
園
を
超
ゆ
る
部
分
に
設
し
で
は
、
特
殊
決
済
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
(
企
業
整
備
資
金
措
置
繋
静
岡
山
開
、
第
五
保
、
同
施

ι 

行
令
第
一
陣
第
一
項
第
九
腕
す
千
園
以
下
D
揚
合
に
は
、
そ
白
一
一
割
に
相
営
ず
る
図
債
の
購
入
と
入
制
。
長
期
銀
行
預
金
の
勧
奨
を
受

¥
 

け
る
(
臨
時
賛
金
調
整
法
施
行
令
第
九
時
ノ
三
第
一
項
)
。

強
制
及
び
勘
誘
貯
蓄
の
世
系

書
聾
ま
た
は
骨
萱
を
、
入
札
そ
白
他
競
争
白
方
法
E
以
て
寅
却
し
た
場
合
、
代
金
三
千
園
以
上
の
と
骨
は
、
寅
却
人
は
そ

第
五
十
七
巻
』

主
三
五

第
六
披

四

(
チ
)



強
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
世
系

第
五
十
七
笹

五一一一六

第
六
掠

i司

白
代
金
白
八
割
以
上
位
相
官
す
る
岡
債
を
蹄
入
し
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
(
臨
時
費
金
調
整
法
事
十
六
保
=
基
ク
大
藤
省
令
第
六
十
七
焼
第
一
棒
、

F

臨
時
費
金
調
整
法
施
行
令
第
九
僚
ノ
一
一
第
一
項
策
五
寧
「
財
政
」
十
七
年
五
月
民
家
凶
民
貯
蓄
奨
闘
局
長
記
述
〉
。
一

(
る
)

貨
幣
的
牧
入
食
闘
す
ち
揚
合

(
イ
)

勤
務
所
得
忙
関
す
る
も
の

政
府
は
愛
図
的
運
動
と
し
て
園
民
舟
番
組
合
白
結
成
を
勧
奨
し
て
ゐ
る
。
然
し
、
勧
奨
は
、
園
民
曲
川
菩
組
合
法
第
六
僚
白

( 

) 

「
主
務
大
臣
必
要
7
リ
ト
認
ム
ザ
十
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
、
第
一
保
各
時
四
ノ
一
=
掲
グ
ル
者
-
一
謝
シ
、
園
調
貯
番
組
合
ヲ
ノ

民
聞
の
銀
行
、
合

組
織
ス
ベ
キ
コ
ト
ザ
命
耳
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
ふ
規
定
を
後
盾
と
す
る
所
の
強
力
取
勧
奨
で
あ
る
。

従
っ
て
、

枇
、
組
合
等
は
、
概
ね
同
氏
貯
蓄
組
合
を
結
成
し
て
ゐ
る
(
岡
民
貯
蓄
組
合
法
事
六
傭
)
、
(
情
報
局
編
幽
民
貯
蓄
組
合
法
解
説
一
五
六
買
)
。

と
白
揚
合
陀
於
て
は
、
己
れ
ら
の
銀
行
、
舎
枇
、
組
合
等
白
事
務
所
、
ヱ
揚
、
管
業
所
K
勤
務
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
の
揚
所
に
於

け
る
園
民
貯
蓄
組
合
陀
加
入

L
、
そ
の
規
約
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俸
給
給
料
よ
り
貯
請
を
す
る
己
と
に
た
っ
て
居
り
、
一
貯
菩
率

は
、
原
則
と
し
て
、
政
府
の
指
示
ず
る
規
約
例
に
依
ら
血
ば
た
ら
由
(
情
報
局
編
岡
氏
貯
蓄
組
合
語
解
説
四
六
一
且
、
政
府
溌
表
粗
骨
規
約
例
共

の
ニ
(
甲
)
白
第
十
二
幌
町
附
表
、
情
報
局
編
附
民
貯
審
組
合
法
解
読
二
二
人
支
、
二
三
コ
石
貝
)
。

(
ロ
)
賞
典
を
給
奥
さ
れ
売
揚
A
口
に
於
て
も
(
イ
)
の
揚
合
と
同
様
、
モ
の
職
域
に
於
け
る
闘
民
貯
蓄
組
合
の
組
合
員
は
、
原
則
と

し
て
規
約
例
に
準
擁
し
て
、
、
賞
輿
の
一
定
寧
の
貯
蓄
を

L
左
け
れ
ば
た
ら
ぬ
A

政
府
護
表
組
合
規
約
例
其
白
二
(
甲
)
の
第
十
一
一
僚
、
情
報
局

網
岡
民
貯
蓄
組
第
合
法
解
設
ニ
二
八
買
、
二
一
一
一
六
頁
)

u

賞
興
に
封
し
て
は
、
大
蔵
大
臣
は
地
方
長
官
を
通
巳
、
そ
白
支
給
者
に
射
し
、
一
定
額
自
公
債
を
以
て
支
給
す
ぺ
克
己
と

を
通
達
す
る
。
従
、
っ
て
賞
輿
白
受
給
者
は
大
戯
大
臣
の
指
定
す
る
率
陀
於
て
、
賞
輿
中
田
一
定
額
を
園
債
を
以
て
支
給
さ
れ
る
(
犬

(
λ
)
 



蔵
大
匿
の
地
方
長
官
に
封
ず
る
遁
牒
)
大
毎
一
凡
、
五
、
二
八

( 

エ
) 

賞
山
内
白
支
給
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
賞
興
期
間
の
基
本
給
料
白
四
分
の
三
を
越
ゆ
る
己
と
が
向
来
た
い
(
脅
祉
担
珂
一
統
制
令

二
十
一
傑
、
同
施
行
規
則
第
二
+
一
保
)
O

業
主
の
意
思
に
よ
っ
て
、
基
本
給
料
の
二
分

ρ
一
だ
け
の
超
過
支
給
を
た
す
こ
と
が

ノ

出
来
る
が
、
そ
の
部
分
は
国
債
、
ま
た
は
郵
便
貯
令
一
に
上
る
支
給
で
あ
っ
て
、
退
職
ま
で
業
主
の
手
許
に
於
て
保
管
せ
ら
れ
る
(
骨

枇
融
哩
統
制
令
施
行
規
則
第
一
一
十
四
傑
)
。

(
ホ
)

然
し
、

職
域
に
於
け
る
岡
氏
貯
者
組
合
院
加
入
し
て
ゐ
る
も
白
が
、
手
首
D
支
給
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
規
約
K
準
携
し
て
、

定
率
D
貯
蓄
を
し
-
恐
け
れ
ば
た
ら
ぬ
〔
政
府
質
表
国
民
貯
蓄
組
合
規
約
例
其
の
二
(
甲
)
町
第
十
一
段
)
。

持
遜
峨
所
得
に
開
す
る
も
の

事
務
所
、
管
業
所
、
工
場
ま
た
は
事
業
場
に
つ
昔
、
所
腐
勤
務
者
十
人
以
上
白
時
期
を
同
じ
く
す
る
退
峨
に
際
し
‘
一
人

に
つ
き
五
百
園
以
上
の
退
職
金
ま
た
は
之
正
準
宇
る
給
奥
を
支
給
ず
る
時
は
、
支
給
者
は
報
告
の
義
務
を
負
ひ
、
支
給
を
受
け
る
者

( 

一) 

(
イ
)

は
、
貯
蓄
、
園
債
の
購
入
等
の
勧
奨
を
受
け
る
(
臨
時
資
金
調
整
法
策
十
六
僻
ユ
器
タ
大
醸
省
令
改
正
第
六
十
七
腕
第
四
時
第
三
獄
「
財
政
」
十

七
年
主Z

月

舎費
祉家
役大
員樫
のノ!l
退等

職』基
金附
t亡崩

封妻
し'"
で古
は。

( 

ロ
) 

一
定
の
標
準
に
よ
っ
て
、
そ
D

一
部
は
図
債
を
以
て
支
給
し
な
け
れ
ば
友
ら
ね
。
而

も
園
債
を
以
て
支
抑
は
れ
た
い
部
分
に
封
し
で
も
、
受
給
者
は
長
期
貯
蓄
O
勧
奨
を
受
け
る
(
舎
世
線
理
統
制
令
第
二
十
六
様
、
第
一
ニ
十

五
棟
閤
令
省
令
第
一
規
)
。

企
業
整
備
に
よ
る
鞠
廃
業
者
が
、
資
績
柄
償
共
助
金
千
間
以
上
の
支
給
を
受
け
る
時
は
、
干
闘
を
超
ゆ
る
部
分
に
封
し
て

は
、
特
殊
決
済
に
よ
ら
た
け
れ
ば
た
ら
也
(
企
業
整
備
資
金
措
置
法
第
四
傑
、
第
五
一
降
、
同
施
行
令
第
一
陣
第
一
項
第
五
腕
)
G

(

九

)

強
制
及
び
勘
誘
貯
蓄
の
世
系

第

蹴

第
五
十
七
巻

五=一七

凹



強
制
北
び
勤
誘
貯
曹
の
捜
系

第
出
品
十
セ
審

五一一一八

第
六
枕

四
U.!!l 

己
白
賓
績
補
償
共
助
金
五
百
園
以
上
の
揚
合
に
は
、
債
務
者
は
支
給
前
に
大
媛
大
臣
民
宛
て
報
台
白
義
務
主
負
ふ
か
ら
、
貸
績
補

償
共
助
金
五
百
閤
以
上
千
国
以
下
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
金
額
に
到
し
て
、
ま
た
千
園
以
上
の
支
給
古
受
け
た
者
は
特
殊
決

情
に
よ
ち
た
い
部
分
(
千
百
固
目
下
白
一
部
分
)
比
謝
し
て
、
モ
れ
ぞ
れ
長
期
貯
蓄
ま
た
は
岡
債
購
入
の
勅
奨
を
受
け
る
(
臨
時
費
企
調
整
法

第
十
六
保
一
一
基
ク
大
蔵
省
令
改
正
静
六
十
七
旗
第
四
帳
第
二
師
、
企
業
整
備
設
金
措
置
法
施
行
令
第
一
候
第
一
項
第
六
披
「
財
政
」
十
七
年
主
月
韓
民
家

貯
蓄
局
長
記
遮
)
『

¥
 

法
人
の
合
併
に
件
ひ
、
株
主
社
員
全
た
は
出
費
者
が
、
合
併
交
付
金
千
閣
以
上
の
支
給
を
受
け
た
時
に
は
、
特
殊
決
済
に

よ
ら
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
(
企
業
整
備
委
金
措
置
法
静
四
棒
、
第
五
保
、
同
施
行
令
第
一
線
第
一
項
部
七
腕
)
。

( 

) 

と
の
一
揚
合
、
合
併
交
付
金
(
分
類
所
得
睡
額
及
刊
日
経
過
利
盤
配
常
、
組
過
基
金
利
息
ま
た
は
艇
温
基
金
配
刊
に
相
官
ナ
る
金
制
残
を
控
除
し
た
る

額
)
五
百
闘
を
超
ゆ
る
時
は
‘

支
給
者
は
報
骨
の
義
務
を
負
弘
、
千
百
闘
以
下
五
百
園
以
上
の
交
付
金
受
領
者
は
、
そ
れ
厄
割
し
、

長
期
貯
蓄
、
ま
た
は
函
債
購
入
の
勧
奨
主
受
け
る
〔
臨
時
賛
金
調
整
法
第
十
六
日
時
a

基
ク
大
蔵
省
令
第
六
十
七
腕
第
四
帳
第

現
保
一
挽
「
財
政
」

十
七
年
五
月
腕
、
民
家
貯
哲
局
長
記
述
)
。

( 

) 

営
業
牧
釜
K
闘
す
る
も
の

商
業
組
合
工
業
組
合
等
庵
業
闇
偶
加
入
者
が
、
園
民
貯
蓄
組
合
を
結
成
し
た
揚
合
、
組
合
員
は
そ
の
規
約
に
上
り
、
概
ね
そ
白
牧
待

か
ら
、
そ
れ
の
一
定
率
に
賞
る
貯
蓄
を
し
託
け
れ
ば
左
ら
な
い
(
園
民
貯
蓄
組
A
F法
務
一
僚
、
第
一
項
第
三
焼
、
第
一
一
棟
、
第
六
様
、
同
施
行

規
則
、
第
三
峰
、
事
八
保
第
一
項
第
六
搬
、
政
府
護
表
岡
民
貯
蓄
組
合
規
約
例
其
白
一
一
一
(
甲
)
の
別
表
様
式
)
。

lま

貨
幣
的
支
出
に
闘
ず
る
も
D

消
費
税
の
如
く
特
定
の
消
費
陀
附
随
し
て
、
小
額
詮
朱
の
購
入
ま
た
は
貯
蓄
を
矯
さ
し
む
る
こ
と
は
、
従
前
地
方
的
に
は
行
は
れ



て
居
た
所
も
あ
る
が
、

1
1例
へ
ば
大
阪
府
に
於
て
は
、
避
暑
避
寒
履
行
者
の
宿
泊
が
一
一
一
泊
以
上
た
る
揚
合
民
、
大
人
一
日
一
-
岡
、

小
人
五
十
銭
白
特
別
貯
蓄
を
勧
奨
す
る
と
と
忙
な
う
て
ゐ
る
(
大
朝
一
入
、
入
、
一

O
)
|
|、
一
般
的
に
は
行
は
れ
て
居
ら
な
か
っ

た
。
然
る
に
、
開
和
十
八
年
四
月
法
律
第
八
十
七
誠
、
臨
時
資
金
調
整
法
中
改
正
法
俸
を
以
て
、

「
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
命
令

、、

ノ
定
ム
ル
貯
蓄
=
ノ
ミ
充
ツ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ル
詮
券
」
を
護
行
す
る
己
と
ミ
た
り
、
同
年
大
蔵
省
令
、
第
一
九
十
三
競
貯
蓄
務
規
則
が
公

布
せ
ら
れ
、
政
府
は
、
大
蔵
大
臣
由
告
示
す
る
所
白
様
式
白
貯
蓄
鼻
持
た
る
も
の
を
遊
行
す
る
こ
と
h
た
り
、
五
十
鋭
、
一
圏
、
五
園

及
び
十
閣
の
穿
両
金
額
に
於
て
己
れ
を
資
出
し
、
護
行
り
年
及
び
そ
の
笠
年
中
↑
陀
限
り
、
こ
れ
を

(
1
)
図
債
貯
菩
、

(
2
)
銀
行
(
日

市
街
地
信
用
組
合
、
市
町
付
農
業
品
目
ま
た
は
、
産
業
組
合
の
、
定
期
預
金
ま
た
は
据
置
貯
金
、

(
3
)
合
同
運
用
信

本
銀
行
を
陪
(
)
、

託、

A
4
)
金
融
組
合
の
定
期
現
金
士
た
は
据
置
演
金
へ
の
預
入
れ
陀
充
て
し
む
る
の
で
あ
る
。
己
れ
ら
の
金
融
機
関
は
、
か
L
る
貯

蓄
の
受
入
れ
を
た
ず
義
務
を
負
ひ
、
そ
白
受
け
入
れ
陀
る
貯
替
雰
に
つ
い
て
は
、
そ
の
券
面
金
額
に
相
営
ず
る
金
銭
の
交
付
を
、
目

本
勧
業
銀
行
比
委
託
し
て
、
大
戒
大
臣
忙
司
副
一
求
す
る
と
と
に
た
っ
て

F

居
h

夕
、
己
の
貯
蓄
倉
の
護
行
及
び
岡
較
に
闘
す
る
事
務
は
、
悶

本
勧
業
銀
行
除
、
と
れ
を
取
扱
ム
白
で
あ
る
。

つ
り
銭
の
中
の
-
定
額
を
之
を
以
て
支
梯
ひ
、
主
た
は
、
入
場
宿
泊
料
理

等
忙
抱
合
せ
て
之
を
購
入
せ
し
む
る
た
ど
に
、
利
用
す
る
議
定
で
あ
る
と
ι一
一
百
は
れ
て
ゐ
る
(
民
家
岡
民
貯
蓄
局
長
町
議
曾
(
八
一
十
一
)
に
於
け

E

の
貯
帯
会
は
、
劇
揚
、
料
理
屋
、
焼
館
等
に
於
て
、

『
岳
答
界
、
朝
日
一
八
、
凡
、
二
一
ユ
)
。

巴

そ
の
他
の
揚
合

(
イ
)

合
枇
が
相
首
永
績
的
に
資
金
的
徐
裕
を
有
す
る
揚
合
、

と
れ
を
以
て
園
債
を
購
入
す
べ
き
命
令

E
受
け
る
E
と
が
あ
る

(
合
祉
額
四
統
制
令
第
三
十
四
傑
)
。

強
制
及
ぴ
勧
誘
貯
蓄
の
挫
系

紫
五
十
七
巻

王
=
一
九

第
六

銃

四
五

¥ 



彊
制
止
び
勧
誘
貯
蓄
の
閥
系

第
班
十
七
巻

車
問
。

第
F勺
腕

四
六

(

ロ

)

在
郷
軍
人
合
、
婦
人
品
目
、
青
山
呼
一
年
圏
、
或
は
町
台
、
組
、
隣
保
等
が
闘
民
貯
蓄
組
合
砂
一
結
成
し
た
揚
合
、
そ
の
合
員
ま
た
は

隣
保
居
住
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
約
に
よ
る
貯
蓄
を
矯
さ
ね
ば
な
ら
ね
(
凶
民
貯
蓄
組
合
法
第
一
保
第
六
務
、
同
施
行
規
則
第
二
保
第
一
項
第

一
腕
、
政
府
登
表
園
民
貯
蓄
組
合
法
規
約
例
其
ノ
四
甲
抽
{
乙
)
)
。

町
台
、
組
、
隣
保
に
謝
す
る
債
券
購
入
割
営

(

ハ

)
E
れ
は
法
令
そ
の
他
己
れ
に
類
ず
る
も
の
に
基
〈
強
制
で
は
た
い
が
、
銃
後
岡
氏
の
倫
理
的
強
制
に
よ
っ
て
、
町
合
、
組
、
隣
保

居
住
者
は
、
そ
の
牧
入
に
基
い
て
剖
営
額
の
債
券
白
購
入
が
勘
誘
せ
ら
れ
る
。

( 

) 

戦
時
納
税
貯
蓄
。
納
税
施
設
法
(
昭
和
十
八
年
法
律
静
，
六
十
四
腕
)
第
十
七
僚
「
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
租
税
ノ
納
税
者
命
令
ノ

定
ム
ル
所
一
一
依
リ
首
該
租
税
額
ノ
百
分
ノ
三
百
以
内
ノ
金
額
ヲ
貯
蓄
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
首
該
租
税
ノ
納
付
7
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
パ
」
と
い

ム
規
定
に
某
昔
、
戦
時
納
税
貯
蓄
規
則
(
大
蔵
省
令
第
五
十
八
披
)
は
ハ

E
の
貯
蓄
納
付
を
社
し
得
る
特
定
利
税
を
左
の
如
く
忙
規
定
し

70 
b 

(
1
)
 
分
類
所
得
税
の
中
、
甲
種
の
配
首
利
子
所
得
及
び
甲
種
の
退
職
所
得
に
封
ず
る
分
類
所
得
税
を
除
い
た
も
の
、
す
友
は

ち
不
動
産
所
得
、
乙
種
の
配
営
利
子
所
得
、
甲
種
及
び
乙
種
白
事
業
所
得
、
甲
程
及
び
乙
種
の
勤
持
所
得
、
山
一
林
の
所
得
、
乙
穫

の
退
職
所
得
、
直
前
算
取
引
所
得
に
針
す
る
分
類
所
得
税
。

2 

綜
合
所
得
税
の
中
、
公
債
、
枇
債
、
銀
行
預
金
の
利
子
、
合
同
運
用
信
託
の
利
袋
等
忙
封
す
る
分
比
ワ
昔
、
源
泉
課
税

を
撰
揮
し
た
揚
合
を
除
い
た
も
の
。

個
人
白
臨
時
利
得
税
。

右
の
租
税
の
中
、
甲
種
の
勤
勢
所
得
に
射
す
る
分
類
所
得
税
は
、
官
公
署
、
銀
行
合
一
耽
等
で
給
興
支
梯
の
際
、
源
泉
に
於
て
天

(3) 

/ 



引
徴
牧
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
り
他
は
す
べ
て
賦
課
課
税
で
あ
っ
て
、
市
町
村
で
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
訟
は
ち
、
と
れ
ら
の
特
定
租
税
を
、
次
に
述
ぷ
る
方
法
に
よ
り
「
貯
蓄
納
付
」
を
た
し
た
る
と
昔
は
、
戦
時
納
税
貯
蓄
詮
蓄
を

交
付
し
、
営
該
租
税
納
付
の
放
力
を
得
し
め
、
貯
穏
期
限
の
到
来
に
際
し
、
貯
蓄
全
額
の
返
還
を
な
す
の
で
あ
る
。

甲
種
は
納
期
に
於
て
納
付
宇
ベ
宮
税
額
の
百
分
の
三
百

E
れ
ら
白
租
税
に
関
す
る
貯
蓄
は
、
と
れ
を
甲
種
と
乙
種
と
に
分
ち
、

で
、
沸
戻
期
限
は
十
九
年
、
乙
穣
は
百
分
の
=
.
百
で
、
期
限
は
十
一
年
六
ヶ
月
で
あ
り
、

一
同
の
金
領
は
、
最
低
三
十
圏
、
最
高

寓
闘
で
あ
る
が
、
甲
種
D
勘
弁
所
得
に
謝
す
る
分
類
所
得
税
の
揚
合
に
は
最
低
五
闘
で
あ
る
。

E
の
貯
蓄
は
、
政
府
に
於
て
管
掌
す
る
の
で
あ
る
が
、
モ
白
賓
際
上
白
事
務
は
、
牧
納
に
つ
い
て
は
、
和
税
徴
牧
ム
一
同
株
比
、
市

町
村
と
甲
種
勤
持
所
得
に
封
ず
る
分
類
所
得
税
♂
の
徴
収
義
務
者
に
於
て
取
扱
ひ
、
そ
白
他
む
事
務
は
日
本
銀
行
で
取
扱
ム
の
で
あ

る

預
金
等
増
加
額
の
一
定
割
合
に
封
ず
る
図
債
の
保
有

銀
行
等
資
金
運
用
令
第
二
僚
及
び
同
令
施
行
規
則
第
三
保
白
一
精
紳
忙
恭
昔
.
会
副
金
融
統
制
舎
に
於
て
は
、
普
通
銀
行
は
、
そ
の

預
A
E
の
増
加
額
に
叫
制
す
る
六
割
見
賞
、
貯
蓄
銀
行
は
同
七
割
五
分
見
営
、
信
託
合
批
は
、
金
銭
信
託
の
増
加
額
の
三
割
見
営
、
生
命

(

ホ

)

保
険
舎
一
岨
は
、
責
任
準
備
金
白
増
加
額
白
六
割
見
営
の
園
債
を
買
え
保
有
す
る
こ
と
を
動
誘
す
る
と
と
に
た
っ
て
居
5
0
E
れ
は
問

接
の
購
買
力
吸
牧
で
あ
る
。

」
一
凡
、
4

-

、
丸
|

強
制
及
w
v
勘
誘
貯
曹
の
隣
系

第
一
丸
十
七
巻

五
回

第
六
競

同一

七




